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	高知県立青少年の家管理運営要綱

第１条　この要綱は、高知県立青少年の家の設置及び管理に関する条例施行規則（平成17年高知県教育委員会規則第７号。以下「規則」という。）第２条並びに第７条第２項及び第４項の規定に基づき、高知県立青少年の家の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第２条　規則第２条第１項の規定に基づく申請書の様式は、別紙のとおりとする。

第３条　規則第７条第４項の規定に基づき、免除又は減額の承認通知をしない場合は次のとおりとする。
（１）規則第７条第１項の規定に基づき免除をするとき。
（２）次条に基づき免除をするとき。

第４条　規則第７条第２項の規定に基づき、生活保護法（昭和25年法律第144号）による教育扶助を受けている世帯、又は教育扶助相当額を他の制度から受けている世帯（いわゆる準要保護世帯）に属する者は使用料を免除するものとする。

　　附　則
この要綱は、平成17年４月１日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成18年４月１日から施行する。
　　附　則
この要綱は、平成26年４月１日から施行する。　
附　則
[bookmark: _GoBack]この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
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